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(57)【要約】
【課題】発光装置をシステム側で調整したい所望の輝度
に調整できる表示装置を提供すること。
【解決手段】ＥＬ表示パネル１１とドライバＩＣ１３と
を含む表示器１０を車載用コンビネーションメータの本
体基板２０に接続してなる表示装置１００に関するもの
である。ＥＬ表示パネル１１は、輝度に関する検査デー
タが書き込まれた第１光学的読取可能データ１２を備え
る。本体基板２０は、第１光学的読取可能データ１２が
光学的に読み取られたデータに基づいて輝度調整データ
が記憶されるＲＯＭとＥＬ表示パネル１１の動作中は輝
度調整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに記憶するＣ
ＰＵ２１とを備える。ドライバＩＣ１３は、ＲＡＭに記
憶された輝度調整データに基づいて、ＥＬ表示パネル１
１の輝度を調整する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置とこれを駆動するドライバ集積回路とを含む表示器を当該表示器が搭載される
システムの本体基板に接続してなる表示装置において、
　前記発光装置は、当該発光装置の輝度に関する検査データもしくは当該検査データに基
づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能
データを備え、
　前記ドライバ集積回路は、ＲＡＭを備え、少なくとも前記発光装置の輝度を調整するも
のであり、
　前記本体基板は、
　前記発光装置に設けられた前記第１光学的読取可能データが光学的に読み取られ、該光
学的に読み取られたデータに基づいて前記発光装置の輝度調整データが記憶される記憶手
段と、
　前記発光装置の動作中は、前記記憶手段に記憶されている前記輝度調整データを前記ド
ライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、
　前記発光装置の動作中は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データと、前記記憶手
段に記憶された前記輝度調整データとは、同じ値であり、
　前記ドライバ集積回路は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データに基づいて、前
記発光装置の輝度を調整することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記発光装置の動作中は、前記第１光学的読取可能データと、前記ＲＡＭに記憶された
前記輝度調整データと、前記記憶手段に記憶された前記輝度調整データとは、全て同じ値
であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１光学的読取可能データは、１次元コードもしくは２次元コードとして貼り付け
られていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１光学的読取可能データは、レーザマーキングによって形成されていることを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１光学的読取可能データは、前記発光装置の表示領域外にあることを特徴とする
請求項３又は請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　発光装置とこれを駆動するドライバ集積回路とを含む表示器を当該表示器が搭載される
システムの本体基板に接続してなる表示装置において、
　前記発光装置は、当該発光装置の輝度に関する検査データもしくは当該検査データに基
づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能
データを備え、
　前記ドライバ集積回路は、ＲＡＭを備え、少なくとも前記発光装置の輝度を調整するも
のであり、
　前記本体基板は、
　前記発光装置に対して電源を供給する表示器用電源回路と、
　前記発光装置の輝度を調整するための輝度調整用抵抗と、
　前記表示器用電源回路の電圧値データ又は前記輝度調整用抵抗の抵抗値データが書き込
まれた光学的に読取可能な第２光学的読取可能データと、
　前記発光装置に設けられた前記第１光学的読取可能データと、前記本体基板に設けられ
た前記第２光学的読取可能データとが光学的に読み取られ、該光学的に読み取られた２つ
のデータに基づいて前記発光装置の輝度又は色度を調整するための輝度調整データが記憶
される記憶手段と、
　前記発光装置の動作中は、前記記憶手段に記憶されている前記輝度調整データを前記ド
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ライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、
　前記発光装置の動作中は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データと、前記記憶手
段に記憶された前記輝度調整データとは、同じ値であり、
　前記ドライバ集積回路は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データに基づいて、前
記発光装置の輝度を調整することを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　前記第１光学的読取可能データと第２光学的読取可能データの少なくとも一方は、１次
元コードもしくは２次元コードとして貼り付けられていることを特徴とする請求項６に記
載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１光学的読取可能データと第２光学的読取可能データの少なくとも一方は、レー
ザマーキングによって形成されていることを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記発光装置は、前記輝度調整用抵抗を用いて電流で輝度が調整されることを特徴とす
る請求項６乃至請求項８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　発光装置とこれを駆動するドライバ集積回路とを含む表示器を当該表示器が搭載される
システムの本体基板に接続してなる表示装置において、
　前記発光装置は、当該発光装置の輝度に関する検査データもしくは当該検査データに基
づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能
データを備え、
　前記ドライバ集積回路は、ＲＡＭと当該ドライバ集積回路の製造バラツキデータが書き
込まれた光学的に読取可能な第３光学的読取可能データとを備え、少なくとも前記発光装
置の輝度を調整するものであり、
　前記本体基板は、
　前記発光装置に設けられた前記第１光学的読取可能データと、前記ドライバ集積回路に
設けられた前記第３光学的読取可能データとが光学的に読み取られ、該光学的に読み取ら
れたデータに基づいて前記発光装置の輝度調整データが記憶される記憶手段と、
　前記発光装置の動作中は、前記記憶手段に記憶されている前記輝度調整データを前記ド
ライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、
　前記発光装置の動作中は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データと、前記記憶手
段に記憶された前記輝度調整データとは、同じ値であり、
　前記ドライバ集積回路は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データに基づいて、前
記発光装置の輝度を調整することを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　前記第１光学的読取可能データと第３光学的読取可能データの少なくとも一方は、１次
元コードもしくは２次元コードとして貼り付けられていることを特徴とする請求項１０に
記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第１光学的読取可能データと第３光学的読取可能データの少なくとも一方は、レー
ザマーキングによって形成されていることを特徴とする請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１３】
　発光装置とこれを駆動するドライバ集積回路とを含む表示器を当該表示器が搭載される
システムの本体基板に接続してなる表示装置において、
　前記発光装置は、当該発光装置の輝度に関する検査データもしくは当該検査データに基
づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能
データを備え、
　前記ドライバ集積回路は、ＲＡＭと当該ドライバ集積回路の製造バラツキデータが書き
込まれた光学的に読取可能な第３光学的読取可能データとを備え、少なくとも前記発光装
置の輝度を調整するものであり、
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　前記本体基板は、
　前記発光装置に対して電源を供給する表示器用電源回路と、
　前記発光装置の輝度を調整するための輝度調整用抵抗と、
　前記表示器用電源回路の電圧値データ又は前記輝度調整用抵抗の抵抗値データが書き込
まれた光学的に読取可能な第２光学的読取可能データと、
　前記発光装置に設けられた前記第１光学的読取可能データ、前記ドライバ集積回路に設
けられた前記第３光学的読取可能データ、前記本体基板に設けられた前記第２光学的読取
可能データが光学的に読み取られ、該光学的に読み取られたデータに基づいて前記発光装
置の輝度調整データが記憶される記憶手段と、
　前記発光装置の動作中は、前記記憶手段に記憶されている前記輝度調整データを前記ド
ライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、
　前記発光装置の動作中は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データと、前記記憶手
段に記憶された前記輝度調整データとは、同じ値であり、
　前記ドライバ集積回路は、前記ＲＡＭに記憶された前記輝度調整データに基づいて、前
記発光装置の輝度を調整することを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　前記第１光学的読取可能データと第２光学的読取可能データと第３光学的読取可能デー
タの少なくとも一つは、１次元コードもしくは２次元コードとして貼り付けられているこ
とを特徴とする請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記第１光学的読取可能データと第２光学的読取可能データと第３光学的読取可能デー
タの少なくとも一つは、レーザマーキングによって形成されていることを特徴とする請求
項１３に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記発光装置は、前記輝度調整用抵抗を用いて電流で輝度が調整されることを特徴とす
る請求項１３乃至請求項１５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記ドライバ集積回路が複数設けられる場合は、同じ第３光学的読取可能データ内に前
記ドライバ集積回路の個数分の製造バラツキデータを持つことを特徴とする請求項１０乃
至請求項１８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記本体基板は、前記発光装置の輝度のデフォルト値が記憶されるものであり、前記第
１光学的読取可能データは、前記発光装置の検査データと前記デフォルト値とが異なる場
合のみ当該発光装置に設けられることを特徴とする請求項１乃至請求項１７のいずれか一
項に記載の表示装置。
【請求項１９】
　前記第１光学的読取可能データには、前記検査データとして、前記デフォルト値からの
オフセット値が書き込まれていることを特徴とする請求項１８に記載の表示装置。
【請求項２０】
　前記第１光学的読取可能データには、前記検査データとして、輝度特性が近い発光装置
にランク分けされた層別データが書き込まれており、前記記憶手段に記憶された前記輝度
調整データは、予め決められた層別データにあわせたデータであることを特徴とする請求
項１乃至請求項１９のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記システムは、車両に搭載される車両用表示システムであることを特徴とする請求項
１乃至請求項２０のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記制御手段は、前記車両のＩＧオン、ＡＣＣオンのいずれかのタイミングで前記輝度
調整データを前記ドライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶することを特徴とする請求項２１
に記載の表示装置。
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【請求項２３】
　前記発光装置は、種類の異なる２種類以上の発光装置であり、少なくとも１つ以上の発
光装置の輝度を調整することを特徴とする請求項１乃至請求項２２のいずれか一項に記載
の表示装置。
【請求項２４】
　前記発光装置は、カラー表示可能なものを含むものであり、前記輝度調整データは、Ｒ
、Ｇ、Ｂ、Ｗの輝度データのうち１つ以上を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項２
３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２５】
　前記輝度調整データは、前記ドライバ集積回路の電流設定を調整するデータであること
を特徴とする請求項１乃至請求項２４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２６】
　前記発光装置の少なくとも１つは、有機ＥＬパネルであることを特徴とする請求項２５
に記載の表示装置。
【請求項２７】
　前記システムは、前記発光装置に設けられた前記第１光学的読取可能データを読み取る
光学的読取手段を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項２６のいずれか一項に記載
の表示装置。
【請求項２８】
　前記本体基板は、輝度調整データ算出用のテーブル、又は演算式を含むものであり、当
該テーブル、又は演算式により前記輝度調整用データを自動的に算出する算出手段を備え
ることを特徴とする請求項２７に記載の表示装置。
【請求項２９】
　前記第１光学的読取可能データは、前記発光装置の温度特性を加味した複数の輝度調整
データが保存されており、前記記憶手段には、前記第１光学的読取可能データが光学的に
読み取られ、前記複数の輝度調整データが記憶されるものであり、
　前記システムは、周囲の温度を検出する温度検出手段を備え、
　前記制御手段は、前記発光装置の動作中は、前記温度検出手段の検出結果に応じて前記
複数の輝度調整データから前記ドライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶する輝度調整データ
を切り替えることを特徴とする請求項１乃至請求項２８のいずれか一項に記載の表示装置
。
【請求項３０】
　前記発光装置と前記本体基板は、コネクタにより脱着可能であることを特徴とする請求
項１乃至請求項２９のいずれか一項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光装置とこれを駆動するドライバＩＣとを含む表示器をシステム側の本体基板
に接続してなる表示装置の一例として特許文献１に示される自発光型表示装置がある。
【０００３】
　特許文献１に記載の自発光型表示装置は、自発光モジュール（表示器）とシステム側の
本体基板とを備えるものである。自発光モジュールは、複数の自発光素子が配列された表
示パネル（発光装置）と、一端部が表示パネルに接続され他端がシステム側の本体基板に
接続されたフレキシブル回路基板と、このフレキシブル回路基板に搭載された発光輝度を
調整するためのデータが格納されたメモリと、フレキシブル回路基板上に同じく搭載され
メモリに格納されたデータに基づいて各自発光素子の発光輝度を調整するための駆動電流
を生成する機能を備えたドライブユニットとにより構成されている。
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【０００４】
　このように特許文献１に記載の自発光型表示装置は、自発光モジュールに、メモリとド
ライブユニットとが搭載されているので、自発光モジュールを本体基板側に接続する以前
のモジュール単体の状態で、各発光素子の輝度調整を実行することができ、製品の出荷前
における輝度の調整作業を不要にすることができるものである。
【特許文献１】特開２００４－３５４６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１に記載の自発光型表示装置においては、メモリに格納されたデータに
基づいて各自発光素子の発光輝度を調整するための駆動電流を生成することによって、発
光装置を各発光素子のバラツキなどを是正した発光状態とすることはできるものの、シス
テム側で発光装置の輝度を変更することができない。つまり、特許文献１に記載の自発光
型表示装置は、発光装置を特定の輝度となるように駆動するものにすぎない。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、発光装置とこれを駆動するドライバ
集積回路とを含む表示器をシステム側の本体基板に接続してなる表示装置において、発光
装置をシステム側で調整したい所望の輝度に調整できる表示装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の表示装置は、発光装置とこれを駆動するド
ライバ集積回路とを含む表示器を表示器が搭載されるシステムの本体基板に接続してなる
表示装置において、発光装置は、発光装置の輝度に関する検査データもしくは検査データ
に基づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取
可能データを備え、ドライバ集積回路は、ＲＡＭを備え、少なくとも発光装置の輝度を調
整するものであり、本体基板は、発光装置に設けられた第１光学的読取可能データが光学
的に読み取られ、光学的に読み取られたデータに基づいて発光装置の輝度調整データが記
憶される記憶手段と、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶されている輝度調整データを
ドライバ集積回路のＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、発光装置の動作中は、ＲＡＭに
記憶された輝度調整データと、記憶手段に記憶された輝度調整データとは、同じ値であり
、ドライバ集積回路は、ＲＡＭに記憶された輝度調整データに基づいて、発光装置の輝度
を調整することを特徴とするものである。
【０００８】
　このように、表示器が搭載されるシステムの本体基板は、発光装置に設けられた第１光
学的読取可能データが光学的に読み取られたデータに基づいて発光装置の輝度調整データ
を記憶すると共に、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶されている輝度調整データをド
ライバ集積回路のＲＡＭに記憶する。そして、表示器のドライバ集積回路は、本体基板か
らＲＡＭに記憶された輝度調整データに基づいて、発光装置の輝度を調整するので、発光
装置をシステムで調整したい所望の輝度に調整できる。
【０００９】
　また、第１光学的読取可能データのように、輝度を調整するためのデータが光学的に読
取可能な状態で設けられるので、発光装置を動作させることなく所望の輝度に調整できる
。
【００１０】
　また、請求項２に示すように、発光装置の動作中は、第１光学的読取可能データと、Ｒ
ＡＭに記憶された輝度調整データと、記憶手段に記憶された輝度調整データとは、全て同
じ値としてもよい。
【００１１】
　このようにすることによって、光学的にデータ読み取り後の値をそのまま使用でき、途
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中に余計な演算を不要とすることができるので好ましい。
【００１２】
　また、第１光学的読取可能データは、請求項３又は請求項４に示すように、１次元コー
ドもしくは２次元コードとして貼り付けられるようにしてもよいし、レーザマーキングに
よって形成されるようにしてもよい。
【００１３】
　このようにすることによって、生産工程において容易に貼ることができたり、容易にマ
ーキングすることができるので好ましい。
【００１４】
　また、この第１光学的読取可能データは、請求項５に示すように、発光装置の表示領域
外に設けると好ましい。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために請求項６に記載の表示装置は、発光装置とこれを駆動
するドライバ集積回路とを含む表示器を表示器が搭載されるシステムの本体基板に接続し
てなる表示装置において、発光装置は、発光装置の輝度に関する検査データもしくは検査
データに基づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学
的読取可能データを備え、ドライバ集積回路は、ＲＡＭを備え、少なくとも発光装置の輝
度を調整するものであり、本体基板は、発光装置に対して電源を供給する表示器用電源回
路と、発光装置の輝度を調整するための輝度調整用抵抗と、表示器用電源回路の電圧値デ
ータ又は輝度調整用抵抗の抵抗値データが書き込まれた光学的に読取可能な第２光学的読
取可能データと、発光装置に設けられた第１光学的読取可能データと、本体基板に設けら
れた第２光学的読取可能データとが光学的に読み取られ、光学的に読み取られた２つのデ
ータに基づいて発光装置の輝度又は色度を調整するための輝度調整データが記憶される記
憶手段と、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶されている輝度調整データをドライバ集
積回路のＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、発光装置の動作中は、ＲＡＭに記憶された
輝度調整データと、記憶手段に記憶された輝度調整データとは、同じ値であり、ドライバ
集積回路は、ＲＡＭに記憶された輝度調整データに基づいて、発光装置の輝度を調整する
ことを特徴とするものである。
【００１６】
　このように、表示器が搭載されるシステムの本体基板は、発光装置に設けられた第１光
学的読取可能データと本体基板に設けられた第２光学的読取可能データが光学的に読み取
られたデータに基づいて発光装置の輝度調整データを記憶すると共に、発光装置の動作中
は、記憶手段に記憶されている輝度調整データをドライバ集積回路のＲＡＭに記憶する。
そして、表示器のドライバ集積回路は、本体基板からＲＡＭに記憶された輝度調整データ
に基づいて、発光装置の輝度を調整するので、発光装置をシステムで調整したい所望の輝
度に調整できる。
【００１７】
　また、第２光学的読取可能データには、表示器用電源回路の電圧値データ又は輝度調整
用抵抗の抵抗値データが書き込まれているため、表示器用電源回路又は輝度調整用抵抗の
バラツキも考慮して発光装置の輝度を調整できる。
【００１８】
　また、第１光学的読取可能データ及び第２光学的読取可能データのように、輝度を調整
するためのデータが光学的に読取可能な状態で設けられるので、発光装置を動作させるこ
となく所望の輝度に調整できる。
【００１９】
　また、請求項７及び請求項８に記載の表示装置の作用効果に関しては、上述の請求項３
及び請求項４と同等であるため説明を省略する。
【００２０】
　また、請求項９に示すように、発光装置は、輝度調整用抵抗を用いて電流で輝度が調整
されるようにしてもよい。特に、発光装置として有機ＥＬを用いた場合、電流で輝度調整
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する方がやりやすいので好適である。
【００２１】
　また、上記目的を達成するために請求項１０に記載の表示装置は、発光装置とこれを駆
動するドライバ集積回路とを含む表示器を表示器が搭載されるシステムの本体基板に接続
してなる表示装置において、発光装置は、発光装置の輝度に関する検査データもしくは検
査データに基づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光
学的読取可能データを備え、ドライバ集積回路は、ＲＡＭとドライバ集積回路の製造バラ
ツキデータが書き込まれた光学的に読取可能な第３光学的読取可能データとを備え、少な
くとも発光装置の輝度を調整するものであり、本体基板は、発光装置に設けられた第１光
学的読取可能データと、ドライバ集積回路に設けられた第３光学的読取可能データとが光
学的に読み取られ、光学的に読み取られたデータに基づいて発光装置の輝度調整データが
記憶される記憶手段と、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶されている輝度調整データ
をドライバ集積回路のＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、発光装置の動作中は、ＲＡＭ
に記憶された輝度調整データと、記憶手段に記憶された輝度調整データとは、同じ値であ
り、ドライバ集積回路は、ＲＡＭに記憶された輝度調整データに基づいて、発光装置の輝
度を調整することを特徴とするものである。
【００２２】
　このように、表示器が搭載されるシステムの本体基板は、発光装置に設けられた第１光
学的読取可能データとドライバ集積回路に設けられた第３光学的読取可能データが光学的
に読み取られたデータに基づいて発光装置の輝度調整データを記憶すると共に、発光装置
の動作中は、記憶手段に記憶されている輝度調整データをドライバ集積回路のＲＡＭに記
憶する。そして、表示器のドライバ集積回路は、本体基板からＲＡＭに記憶された輝度調
整データに基づいて、発光装置の輝度を調整するので、発光装置をシステムで調整したい
所望の輝度に調整できる。
【００２３】
　また、第３光学的読取可能データには、ドライバ集積回路の製造バラツキデータが書き
込まれているため、ドライバ集積回路のバラツキも考慮して発光装置の輝度を調整できる
。
【００２４】
　また、第１光学的読取可能データ及び第３光学的読取可能データのように、輝度を調整
するためのデータが光学的に読取可能な状態で設けられるので、発光装置を動作させるこ
となく所望の輝度に調整できる。
【００２５】
　また、請求項１１乃至請求項１２に記載の表示装置の作用効果に関しては、上述の請求
項３及び請求項４と同等であるため説明を省略する。
【００２６】
　また、上記目的を達成するために請求項１３に記載の表示装置は、発光装置とこれを駆
動するドライバ集積回路とを含む表示器を表示器が搭載されるシステムの本体基板に接続
してなる表示装置において、発光装置は、発光装置の輝度に関する検査データもしくは検
査データに基づいた発光装置の輝度調整データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光
学的読取可能データを備え、ドライバ集積回路は、ＲＡＭとドライバ集積回路の製造バラ
ツキデータが書き込まれた光学的に読取可能な第３光学的読取可能データとを備え、少な
くとも発光装置の輝度を調整するものであり、本体基板は、発光装置に対して電源を供給
する表示器用電源回路と、発光装置の輝度を調整するための輝度調整用抵抗と、表示器用
電源回路の電圧値データ又は輝度調整用抵抗の抵抗値データが書き込まれた光学的に読取
可能な第２光学的読取可能データと、発光装置に設けられた第１光学的読取可能データ、
ドライバ集積回路に設けられた第３光学的読取可能データ、本体基板に設けられた第２光
学的読取可能データが光学的に読み取られ、光学的に読み取られたデータに基づいて発光
装置の輝度調整データが記憶される記憶手段と、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶さ
れている輝度調整データをドライバ集積回路のＲＡＭに記憶する制御手段とを備え、発光
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装置の動作中は、ＲＡＭに記憶された輝度調整データと、記憶手段に記憶された輝度調整
データとは、同じ値であり、ドライバ集積回路は、ＲＡＭに記憶された輝度調整データに
基づいて、発光装置の輝度を調整することを特徴とするものである。
【００２７】
　このように、表示器が搭載されるシステムの本体基板は、発光装置に設けられた第１光
学的読取可能データと本体基板に設けられた第２光学的読取可能データとドライバ集積回
路に設けられた第３光学的読取可能データとが光学的に読み取られたデータに基づいて発
光装置の輝度調整データを記憶すると共に、発光装置の動作中は、記憶手段に記憶されて
いる輝度調整データをドライバ集積回路のＲＡＭに記憶する。そして、表示器のドライバ
集積回路は、本体基板からＲＡＭに記憶された輝度調整データに基づいて、発光装置の輝
度を調整するので、発光装置をシステムで調整したい所望の輝度に調整できる。
【００２８】
　また、第２光学的読取可能データには、表示器用電源回路の電圧値データ又は輝度調整
用抵抗の抵抗値データが書き込まれているため、表示器用電源回路又は輝度調整用抵抗の
バラツキも考慮して発光装置の輝度を調整できる。
【００２９】
　また、第３光学的読取可能データには、ドライバ集積回路の製造バラツキデータが書き
込まれているため、ドライバ集積回路のバラツキも考慮して発光装置の輝度を調整できる
。
【００３０】
　また、第１光学的読取可能データ、第２光学的読取可能データ、第３光学的読取可能デ
ータのように、輝度を調整するためのデータが光学的に読取可能な状態で設けられるので
、発光装置を動作させることなく所望の輝度に調整できる。
【００３１】
　また、請求項１４及び請求項１５に記載の表示装置の作用効果に関しては、上述の請求
項３及び請求項４と同等であるため説明を省略する。
【００３２】
　また、請求項１６に記載の表示装置の作用効果に関しては、上述の請求項９と同等であ
るため説明を省略する。
【００３３】
　また、請求項１７に示すように、ドライバ集積回路が複数設けられる場合は、同じ第３
光学的読取可能データ内にドライバ集積回路の個数分の製造バラツキデータを持つように
してもよい。
【００３４】
　このようにすることによって、例えば、表示器として、セグメントとドットの混在表示
器で種類の異なるドライバ集積回路を複数用いる場合、デュアルスキャンでドライバ集積
回路を複数用いる場合、大型パネルでドライバ集積回路を複数用いる場合などに、適切に
輝度を調整することができる。
【００３５】
　また、請求項１８に示すように、本体基板は、発光装置の輝度のデフォルト値が記憶さ
れるものであり、第１光学的読取可能データは、発光装置の検査データとデフォルト値と
が異なる場合のみ発光装置に設けるようにしてもよい。
【００３６】
　このようにすることによって、工程が安定したときには、必要な発光装置のみに第１光
学的読取可能データを設けることで、第１光学的読取可能データの形成や、システムでの
調整の工数が低減し、コストダウンが可能となる。
【００３７】
　また、請求項１９に示すように、第１光学的読取可能データには、検査データとして、
デフォルト値からのオフセット値が書き込まれるようにしてもよい。
【００３８】
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　このようにすることによって、第１光学的読取可能データに保存できるデータを少なく
することができるので好ましい。
【００３９】
　また、発光装置に対する輝度規格が広い場合、層別程度でよく、特定の輝度にきっちり
揃える必要はない。したがって、請求項２０に示すように、第１光学的読取可能データに
は、検査データとして、輝度特性が近い発光装置にランク分けされた層別データが書き込
まれており、記憶手段に記憶された輝度調整データは、予め決められた層別データにあわ
せたデータとしてもよい。
【００４０】
　また、請求項２１に示すように、システムは、車両に搭載される車両用表示システムと
してもよい。この場合、請求項２２に示すように、制御手段は、車両のＩＧオン、ＡＣＣ
オンのいずれかのタイミングで輝度調整データをドライバ集積回路の前記ＲＡＭに記憶す
るようにしてもよい。
【００４１】
　このようにすることによって、車両において、表示が必要なタイミングまでに、輝度調
整データをＲＡＭに転送でき、表示の準備が可能となる。
【００４２】
　例えば、発光装置としてＬＥＤとＥＬとを採用し、システムして車両のメータを採用し
た場合、メータ輝度にＥＬを合わすことが必要になる。そこで、請求項２３に示すように
、発光装置は、種類の異なる２種類以上の発光装置であり、少なくとも１つ以上の発光装
置の輝度を調整するようにすると好ましい。
【００４３】
　また、請求項２４に示すように、発光装置は、カラー表示可能なものを含むものであり
、輝度調整データは、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗの輝度データのうち１つ以上を含むようにしてもよ
い。
【００４４】
　また、請求項２５に示すように、輝度調整データは、ドライバ集積回路の電流設定を調
整するデータとしてもよい。
【００４５】
　特に、発光装置として有機ＥＬを用いた場合、電流で輝度調整する方がやりやすいので
好適である。
【００４６】
　したがって、請求項２６に示すように、発光装置の少なくとも１つは、有機ＥＬパネル
としてもよい。
【００４７】
　また、請求項２７に示すように、システムは、発光装置に設けられた第１光学的読取可
能データを読み取る光学的読取手段を備えるようにしてもよい。また、この場合、請求項
２８に示すように、本体基板は、輝度調整データ算出用のテーブル、又は演算式を含むも
のであり、テーブル、又は演算式により輝度調整用データを自動的に算出する算出手段を
備えるようにしてもよい。
【００４８】
　このようにすることによって、生産工程の簡略化することができる。
【００４９】
　また、請求項２９に示すように、第１光学的読取可能データは、発光装置の温度特性を
加味した複数の輝度調整データが保存されており、記憶手段には、第１光学的読取可能デ
ータが光学的に読み取られ、複数の輝度調整データが記憶されるものであり、システムは
、周囲の温度を検出する温度検出手段を備え、制御手段は、発光装置の動作中は、温度検
出手段の検出結果に応じて複数の輝度調整データからドライバ集積回路のＲＡＭに記憶す
る輝度調整データを切り替えるようにしてもよい。
【００５０】
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　このようにすることによって、個々の発光装置の温度特性に合わせた輝度調整が可能と
なるので好ましい。
【００５１】
　また、請求項３０に示すように、発光装置と本体基板は、コネクタにより脱着可能とし
てもよい。このようにすることによって、異なるシステムで、違う輝度の設定にも、コネ
クタにより脱着により対応することできるので好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００５３】
　（第１の実施の形態）
　まず、第１の実施の形態について説明する。図１は、本発明の第１の実施の形態におけ
る表示装置の概略構成を示す平面図である。図２は、本発明の第１の実施の形態における
表示装置の製造装置の概略構成を示す平面図である。図３は、本発明の第１の実施の形態
における表示装置の本体基板の概略構成を示すブロック図である。
【００５４】
　本実施の形態における表示装置１００は、例えば、車両用表示システムに適用して好適
なものである。車両用表示システムは、スピードメータ、タコメータ、燃料計、水温計、
積算距離計等が組み合わされた車載用コンビネーションメータや、車載用エアコンの設定
温度などを表示するエアコンパネルなどである。本実施の形態においては、本発明の表示
装置１００を車載用コンビネーションメータに適用した例を採用して説明する。
【００５５】
　本実施の形態における表示装置１００は、図１に示すように、発光装置である有機ＥＬ
表示パネル（以下、ＥＬ表示パネルとも称する）１１とＥＬ表示パネル１１を駆動するド
ライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３とを含む表示器１０が車載用コンビネーションメー
タ（システム）の本体基板２０に接続されてなるものである。
【００５６】
　表示器１０は、ＥＬ表示パネル１１とドライバＩＣ１３を含むものである。なお、本実
施の形態においては、本発明の発光装置としてＥＬ表示パネル１１を採用して説明するが
、本発明はこれに限定されるものではなく、発光装置は、例えばＬＥＤなどの照明を含む
ものである。なお、ＥＬ表示パネル１１に関しては、周知技術であるため詳しい説明は省
略する。そして、ＥＬ表示パネル１１は、熱圧着などによってドライバＩＣ１３のＴＣＰ
１４と結合されて、ドライバＩＣ１３と電気的に接続される。
【００５７】
　このＥＬ表示パネル１１は、表示領域以外の場所にＥＬ表示パネル１１の輝度に関する
検査データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能データ１２が設けられ
ている。第１光学的読取可能データ１２は、例えば、ＱＲコード（登録商標）などの２次
元バーコード、１次元バーコードなどからなるものであり。このようにすることによって
、生産工程において、２次元バーコード、１次元バーコードを貼り付けるだけで容易にＥ
Ｌ表示パネル１１に設けることができる。
【００５８】
　なお、第１光学的読取可能データ１２は、表示領域以外の例えば金属電極上にレーザマ
ーキングにより形成すると好ましい。このようにすると、スペースの有効利用できて、Ｅ
Ｌ表示パネル１１のサイズが小さいときに有効である。また、作業者がＱＲコード（登録
商標）などを貼ったりする工数を低減することができる、特に大量流動時に有効である。
【００５９】
　ドライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３は、ＩＣ（集積回路）１５が配置されたＣＯＦ
（チップオンフィルム）、又はＴＣＰ(テープキャリアパッケージ)１４からなるものであ
る。ＩＣ１５は、ＥＬ表示パネル１１を駆動するためのドライバ、コントローラ、ＲＡＭ
などを含むものである。この、ドライバＩＣ１３は、上述のようにＴＣＰ１４の一方の端
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部がＥＬ表示パネル１１の一部結合されており、他方の端部がコネクタ（図示省略）を介
して本体基板２０に接続される。
【００６０】
　また、ＥＬ表示パネル１１を動作（表示）させているときは、ＩＣ１５のＲＡＭには、
本体基板２０から送信されたＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するための輝度調整データ
が一時的に記憶される。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５）は、ＲＡＭに一時的に記
憶された輝度調整データに基づいて、例えば、ＥＬ表示パネル１１に配列された各ＥＬ素
子に供給する電流値を制御することによってＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するもので
ある。
【００６１】
　本体基板２０は、車載用コンビネーションメータの制御基板であり、図１に示されるよ
うに、ＣＰＵ（制御手段）２１とＣＰＵ２１に設けられるＲＯＭ（記憶手段）２２とを含
むものである。なお、ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１とは別体で設けるようにしてもよい。ま
た、本体基板２０は、図２に示すように、ＲＯＭ２２に対するＲＯＭ書き込み用コネクタ
、ＥＬ電源用昇圧回路、ＥＬ接続用コネクタ、ＬＥＤ駆動回路、バックライト用ＬＥＤ、
液晶パネル用コネクタなどを含むものである。
【００６２】
　ＣＰＵ２１は、５Ｖ電源で駆動するものであり、各センサ（車速センサ、エンジンの回
転数センサ、燃料センサ、水温センサ、積算距離センサなど）からの検出信号が入力され
る共に、ＲＯＭ２２に対してＲＯＭ書き込み用コネクタを介して輝度調整データが書き込
まれる。また、ＣＰＵ２１は、各センサからの検出信号に応じてＥＬ表示パネル１１、バ
ックライト用ＬＥＤ、液晶パネルなどに対して制御用信号（ＥＬ制御用信号など）を出力
すると共に、ＥＬ電源用昇圧回路に対してＯＮ／ＯＦＦ信号を出力することによってＥＬ
駆動電圧を出力させる。さらに、ＣＰＵ２１は、少なくともＥＬ表示パネル１１を動作さ
せる際には、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに転
送する。
【００６３】
　例えば、ＣＰＵ２１は、車両のＩＧオン、ＡＣＣオンのいずれかのタイミングで輝度調
整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに記憶（転送）するようにしてもよい。このように
することによって、車両において、表示が必要なタイミングまでに、輝度調整データをＲ
ＡＭに転送でき、表示の準備が可能となる。
【００６４】
　ここで、輝度調整データに関して説明する。輝度調整データは、表示器１０のＥＬ表示
パネル１１の輝度を調整するためのデータである。輝度調整データは、ＥＬ表示パネル１
１に設けられた第１光学的読取可能データ１２に書き込まれている（記憶されており）Ｅ
Ｌ表示パネル１１の検査データ（例えば、輝度、発光効率、輝度層別ランクなど）に基づ
いて決定されるものである。なお、検査データは、車載用コンビネーションメータ（シス
テム）側からの指示に基づいた所定の条件での輝度や発光効率などである。
【００６５】
　具体的には、輝度調整データは、例えば、輝度と輝度調整データとが関連付けられたテ
ーブルを用いるか、又は近似式による演算によって決定することができる。つまり、第１
光学的読取可能データ１２に書き込まれた検査データは、特定の輝度調整データにおける
ＥＬ表示パネル１１の輝度のデータでとする。そして、図２に示すように、第１光学的読
取可能データ１２は、光学的読取装置（例えば、バーコードリーダなど）によって読み取
られる。そして、光学的読取装置３０にて読み取った輝度のデータを用いて輝度と輝度調
整データとが関連付けられたテーブル、又は近似式よる演算により決定する。例えば、測
定輝度１００ｃｄ／ｍ２のときをデータＡとする。車載用コンビネーションメータ（シス
テム）側ではＥＬ表示パネル１１の輝度を５０ｃｄ／ｍ２としたい場合は、データＡ×０
．５として輝度調整データを決定する。
【００６６】
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　なお、第１光学的読取可能データ１２には、輝度特性が近いＥＬ表示パネル１１にラン
ク分けされた層別データが書き込まれており、輝度調整データは、予め決められた層別デ
ータにあわせたデータとしてもよい。ＥＬ表示パネル１１の輝度は、輝度規格が広い場合
、層別程度でも充分であり、特定の輝度にきっちり揃える必要はない。
【００６７】
　また、ＥＬ表示パネル１１がカラー表示可能な場合は、輝度調整データは、Ｒ、Ｇ、Ｂ
、Ｗの輝度データのうち１つ以上を含むようにする。
【００６８】
　また、輝度調整データは、ドライバＩＣ１３の電流設定を調整するデータとしてもよい
。特に、発光装置としてＥＬ表示パネル１１を用いた場合、電流で輝度調整する方がやり
やすいので好適である。
【００６９】
　また、第１光学的読取可能データ１２は、表示器１０を本体基板２０に接続する（車載
用コンビネーションメータに組み込む）時に必要な輝度設定となる輝度調整データが書き
込まれるようにする。そして、第１光学的読取可能データ１２を光学的読取装置３０にて
読み取り、輝度調整データをＣＰＵ２１のＲＯＭ２２に保存するようにしてもよい。
【００７０】
　このようにして決定された輝度調整データは、図２に示すように、本体基板２０のＲＯ
Ｍ書き込み用コネクタを介してＲＯＭ２２に書き込まれる。そして、ＥＬ表示パネル１１
を動作させるときは、本体基板２０のＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整
データをドライバＩＣ１３（ＩＣ１５）のＲＡＭに出力（記憶）する。そして、ドライバ
ＩＣ１３（ＩＣ１５）は、ＲＡＭに一時的に記憶された輝度調整データに基づいて、ＥＬ
表示パネル１１の輝度を調整する。
【００７１】
　このようにすることによって、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で調整したい任意の輝度とすることができるので好ましい。また、例
えば、複数のＥＬ表示パネル（発光装置）を搭載する場合は、各ＥＬ表示パネルを個別に
輝度調整することができるので好ましい。
【００７２】
　また、このようにＥＬ表示パネル１１に第１光学的読取可能データ１２を設け、第１光
学的読取可能データ１２を光学的に読み取って輝度調整データを本体基板２０のＲＯＭ２
２に書き込むことによって、ＥＬ表示パネル１１を動作させることなく、ＥＬ表示パネル
１１の輝度を車載用コンビネーションメータ（システム）側で設定したい輝度とすること
ができるので製造工数を削減できるので好ましい。さらには、ＥＬ表示パネル１１を本体
基板２０に接続しなくてもＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメータ（
システム）側で設定したい輝度とすることができるので好ましい。
【００７３】
　なお、第１光学的読取可能データ１２には、ＥＬ表示パネル１１の輝度に関する検査デ
ータに基づいた輝度調整データを書き込むようにしても本発明の目的は達成できるもので
ある。
【００７４】
　また、ＥＬ表示パネル１１の動作中は、第１光学的読取可能データ１２に書き込まれた
輝度調整データと、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５）のＲＡＭに記憶された輝度調整データ
と、ＲＯＭ２２に記憶された輝度調整データとは、全て同じ値としてもよい。このように
することによって、光学的にデータ読み取り後の値をそのまま使用でき、途中に余計な演
算を不要とすることができるので好ましい。
【００７５】
　また、第１光学的読取可能データ１２は、必要な場合だけＥＬ表示パネル１１に設ける
ようにしてもよい。この場合、例えば、本体基板２０にＥＬ表示パネル１１の輝度のデフ
ォルト値を記憶しておく（デフォルト値記憶手段）。そして、ＥＬ表示パネル１１の検査
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データ（検査結果）とデフォルト値とが異なる場合のみ発光装置に第１光学的読取可能デ
ータ１２を設けるようにする。また、このような場合、第１光学的読取可能データ１２に
は、検査データとして、デフォルト値からのオフセット値が書き込まれるようにしてもよ
い。
【００７６】
　このようにすることによって、工程が安定したときには、必要なＥＬ表示パネル１１の
みに第１光学的読取可能データ１２を設けることで、第１光学的読取可能データ１２の形
成や、システムでの調整の工数が低減し、コストダウンが可能となる。また、第１光学的
読取可能データ１２に保存できるデータを少なくすることができるので好ましい。
【００７７】
　また、本実施の形態においては、一台のＥＬ表示パネル１１のみに関して輝度を調整す
る例を採用して説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。複数のＥＬ表示パ
ネル、複数のＬＥＤ素子、ＥＬ表示パネルとＬＥＤ素子など、少なくとも一台のＥＬ表示
パネルやＬＥＤ素子などの発光装置の輝度を調整するものであれば本発明の目的は達成で
きるものである。
【００７８】
　また、第１光学的読取可能データ１２には、ＥＬ表示パネル１１の温度特性を加味した
複数の輝度調整データを保存するようにしてもよい。この場合、ＲＯＭ２２には、第１光
学的読取可能データ１２が光学的に読み取られ、複数の輝度調整データが記憶される。そ
して、車載用コンビネーションメータ（システム）は、周囲の温度を検出する温度センサ
（図示省略、温度検出手段）を備える。本体基板２０のＣＰＵ２１は、ＥＬ表示パネル１
１の動作中は、温度センサの検出結果に応じて複数の輝度調整データからドライバＩＣ１
３のＲＡＭに記憶する輝度調整データを切り替えるようにする。このようにすることによ
って、個々のＥＬ表示パネル１１の温度特性に合わせた輝度調整が可能となるので好まし
い。
【００７９】
　また、車載用コンビネーションメータ（システム）は、ＥＬ表示パネル１１に設けられ
た第１光学的読取可能データ１２を読み取る、例えばバーコードリーダー（光学的読取手
段）を備えるようにしてもよい。また、本体基板２０のＣＰＵ２１は、輝度調整データ算
出用のテーブル、又は演算式を含むものであり、テーブル、又は演算式により輝度調整用
データを自動的に算出するようにしてもよい（算出手段）。このようにすることによって
、生産工程の簡略化することができる。
【００８０】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。図４は、本発明の第２の実施の形
態における表示装置１１０の概略構成を示す平面図である。
【００８１】
　第２の実施の形態における表示装置１１０は、上述の第１の実施の形態によるものと共
通するところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を
重点的に説明する。第２の実施の形態において、上述の第１の実施の形態と異なる点は本
体基板２０に第２光学的読取可能データ２３を設ける点である。
【００８２】
　本実施の形態における表示装置１１０は、上述の実施の形態と同様に、例えば、車両用
表示システムに適用して好適なものである。車両用表示システムは、スピードメータ、タ
コメータ、燃料計、水温計、積算距離計等が組み合わされた車載用コンビネーションメー
タや、車載用エアコンの設定温度などを表示するエアコンパネルなどである。本実施の形
態においては、本発明の表示装置１１０を車載用コンビネーションメータに適用した例を
採用して説明する。
【００８３】
　本実施の形態における表示装置１１０は、図４に示すように、発光装置である有機ＥＬ
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表示パネル（以下、ＥＬ表示パネルとも称する）１１とＥＬ表示パネル１１を駆動するド
ライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３とを含む表示器１０が車載用コンビネーションメー
タ（システム）の本体基板２０に接続されてなるものである。なお、表示器１０は、上述
の実施の形態によるものと同等であるため説明は省略する。
【００８４】
　本体基板２０は、車載用コンビネーションメータの制御基板であり、図４に示されるよ
うに、ＣＰＵ（制御手段）２１とＣＰＵ２１に設けられるＲＯＭ（記憶手段）２２とに加
えて、輝度調整用抵抗２４、電源回路（表示器用電源回路）２５、電源回路２５の電圧値
データ又は輝度調整用抵抗２４の抵抗値データが書き込まれた光学的に読取可能な第２光
学的読取可能データ２３などを含むものである。なお、ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１とは別
体で設けるようにしてもよい。また、本体基板２０は、図２に示すように、ＲＯＭ２２に
対するＲＯＭ書き込み用コネクタ、ＥＬ電源用昇圧回路、ＥＬ接続用コネクタ、ＬＥＤ駆
動回路、バックライト用ＬＥＤ、液晶パネル用コネクタなどを含むものである。
【００８５】
　ＣＰＵ２１は、５Ｖ電源で駆動するものであり、各センサ（車速センサ、エンジンの回
転数センサ、燃料センサ、水温センサ、積算距離センサなど）からの検出信号が入力され
る共に、ＲＯＭ２２に対してＲＯＭ書き込み用コネクタを介して輝度調整データが書き込
まれる。また、ＣＰＵ２１は、各センサからの検出信号に応じてＥＬ表示パネル１１、バ
ックライト用ＬＥＤ、液晶パネルなどに対して制御用信号（ＥＬ制御用信号など）を出力
すると共に、ＥＬ電源用昇圧回路に対してＯＮ／ＯＦＦ信号を出力することによってＥＬ
駆動電圧を出力させる。さらに、ＣＰＵ２１は、少なくともＥＬ表示パネル１１を動作さ
せる際には、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに転
送する。
【００８６】
　例えば、ＣＰＵ２１は、車両のＩＧオン、ＡＣＣオンのいずれかのタイミングで輝度調
整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに記憶（転送）するようにしてもよい。このように
することによって、車両において、表示が必要なタイミングまでに、輝度調整データをＲ
ＡＭに転送でき、表示の準備が可能となる。
【００８７】
　また、輝度調整用抵抗２４は、ＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するためのものである
。電源回路２５は、ＥＬ表示パネル１１に対して電源を供給するものである。
【００８８】
　ここで、輝度調整データに関して説明する。輝度調整データは、表示器１０のＥＬ表示
パネル１１の輝度を調整するためのデータである。輝度調整データは、ＥＬ表示パネル１
１に設けられた第１光学的読取可能データ１２に書き込まれている（記憶されており）Ｅ
Ｌ表示パネル１１の検査データ（例えば、輝度、発光効率、輝度層別ランクなど）及び第
２光学的読取可能データ２３に書き込まれている電源回路２５の電圧値データ又は輝度調
整用抵抗２４の抵抗値データの少なくとも一方に基づいて決定されるものである。
【００８９】
　具体的には、上述の図２と同様に、第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的読取
可能データ２３は、光学的読取装置（例えば、バーコードリーダなど）によって読み取ら
れる。そして、光学的読取装置３０にて読み取った輝度のデータ、例えば抵抗値のデータ
を用いて輝度と輝度調整データとが関連付けられたテーブル、又は近似式よる演算により
決定する。例えば、測定輝度１００ｃｄ／ｍ２のときをデータＡ、輝度調整用抵抗２４の
抵抗値データをデータＢとする。車載用コンビネーションメータ（システム）側ではＥＬ
表示パネル１１の輝度を５０ｃｄ／ｍ２としたい場合は、データＡ×０．５×データＢ／
固定値αとして輝度調整データを決定する。
【００９０】
　このようにして決定された輝度調整データは、本体基板２０のＲＯＭ書き込み用コネク
タを介してＲＯＭ２２に書き込まれる。そして、ＥＬ表示パネル１１を動作させるときは
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、本体基板２０のＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩ
Ｃ１３（ＩＣ１５）のＲＡＭに出力（記憶）する。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５
）は、ＲＡＭに一時的に記憶された輝度調整データに基づいて、ＥＬ表示パネル１１の輝
度を調整する。
【００９１】
　このようにすることによって、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で調整したい任意の輝度とすることができるので好ましい。また、例
えば、複数のＥＬ表示パネル（発光装置）を搭載する場合は、各ＥＬ表示パネルを個別に
輝度調整することができるので好ましい。
【００９２】
　また、第２光学的読取可能データ２３には、電源回路２５の電圧値データ又は輝度調整
用抵抗２４の抵抗値データが書き込まれているため、電源回路２５又は輝度調整用抵抗２
４のバラツキも考慮してＥＬ表示パネル１１の輝度を調整できる。
【００９３】
　また、このように第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的読取可能データ２３を
設け、第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的読取可能データ２３を光学的に読み
取って輝度調整データを本体基板２０のＲＯＭ２２に書き込むことによって、ＥＬ表示パ
ネル１１を動作させることなく、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で設定したい輝度とすることができるので製造工数を削減できるので
好ましい。さらには、ＥＬ表示パネル１１を本体基板２０に接続しなくてもＥＬ表示パネ
ル１１の輝度を車載用コンビネーションメータ（システム）側で設定したい輝度とするこ
とができるので好ましい。
【００９４】
　また、輝度調整用抵抗２４を用いて電流で輝度が調整されるようにすることによって、
発光装置として有機ＥＬ表示パネル１１を用いた場合、電流で輝度調整する方がやりやす
いので好適である。
【００９５】
　なお、第２光学的読取可能データ２３は、例えば、ＱＲコード（登録商標）などの２次
元バーコード、１次元バーコードなどからなるものであり。このようにすることによって
、生産工程において、２次元バーコード、１次元バーコードを貼り付けるだけで容易に本
体基板２０に設けることができる。
【００９６】
　なお、第２光学的読取可能データ２３は、例えば金属電極上にレーザマーキングにより
形成するとスペースの有効利用できて好ましい。また、作業者がＱＲコード（登録商標）
などを貼ったりする工数を低減することができる、特に大量流動時に有効である。
【００９７】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。図５は、本発明の第３の実施の形
態における表示装置１２０の概略構成を示す平面図である。
【００９８】
　第３の実施の形態における表示装置１２０は、上述の第１の実施の形態によるものと共
通するところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を
重点的に説明する。第２の実施の形態において、上述の第１の実施の形態と異なる点はド
ライバＩＣ１３に第３光学的読取可能データ１６を設ける点である。
【００９９】
　本実施の形態における表示装置１２０は、上述の第１の実施の形態と同様に、例えば、
車両用表示システムに適用して好適なものである。車両用表示システムは、スピードメー
タ、タコメータ、燃料計、水温計、積算距離計等が組み合わされた車載用コンビネーショ
ンメータや、車載用エアコンの設定温度などを表示するエアコンパネルなどである。本実
施の形態においては、本発明の表示装置１２０を車載用コンビネーションメータに適用し
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た例を採用して説明する。
【０１００】
　本実施の形態における表示装置１２０は、図５に示すように、発光装置である有機ＥＬ
表示パネル（以下、ＥＬ表示パネルとも称する）１１とＥＬ表示パネル１１を駆動するド
ライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３とを含む表示器１０が車載用コンビネーションメー
タ（システム）の本体基板２０に接続されてなるものである。
【０１０１】
　表示器１０は、ＥＬ表示パネル１１とドライバＩＣ１３とを含むものである。なお、本
実施の形態においては、本発明の発光装置としてＥＬ表示パネル１１を採用して説明する
が、本発明はこれに限定されるものではなく、発光装置は、例えばＬＥＤなどの照明を含
むものである。なお、ＥＬ表示パネル１１に関しては、周知技術であるため詳しい説明は
省略する。そして、ＥＬ表示パネル１１は、熱圧着などによってドライバＩＣ１３のＴＣ
Ｐ１４と結合されて、ドライバＩＣ１３と電気的に接続される。
【０１０２】
　このＥＬ表示パネル１１は、表示領域以外の場所にＥＬ表示パネル１１の輝度に関する
検査データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能データ１２が設けられ
ている。第１光学的読取可能データ１２は、例えば、ＱＲコード（登録商標）などの２次
元バーコード、１次元バーコードなどからなるものであり。このようにすることによって
、生産工程において、２次元バーコード、１次元バーコードを貼り付けるだけで容易にＥ
Ｌ表示パネル１１に設けることができる。
【０１０３】
　なお、第１光学的読取可能データ１２は、表示領域以外の例えば金属電極上にレーザマ
ーキングにより形成すると好ましい。このようにすると、スペースの有効利用できて、Ｅ
Ｌ表示パネル１１のサイズが小さいときに有効である。また、作業者がＱＲコード（登録
商標）などを貼ったりする工数を低減することができる、特に大量流動時に有効である。
【０１０４】
　ドライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３は、ＩＣ（集積回路）１５が配置されたＴＣＰ
(テープキャリアパッケージ)１４からなるものである。ＩＣ１５は、ＥＬ表示パネル１１
を駆動するためのドライバ、コントローラ、ＲＡＭなどを含むものである。この、ドライ
バＩＣ１３は、上述のようにＴＣＰ１４の一方の端部がＥＬ表示パネル１１の一部結合さ
れており、他方の端部がコネクタ（図示省略）を介して本体基板２０に接続される。また
、ドライバＩＣ１３は、ドライバＩＣ１３の製造バラツキデータが書き込まれた光学的に
読取可能な第３光学的読取可能データ１６を備える。
【０１０５】
　また、ＥＬ表示パネル１１を動作（表示）させているときは、ＩＣ１５のＲＡＭには、
本体基板２０から送信されたＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するための輝度調整データ
が一時的に記憶される。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５）は、ＲＡＭに一時的に記
憶された輝度調整データに基づいて、例えば、ＥＬ表示パネル１１に配列された各ＥＬ素
子に供給する電流値を制御することによってＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するもので
ある。
【０１０６】
　なお、本体基板２０は、上述の第１の実施の形態によるものと同等であるため説明は省
略する。
【０１０７】
　ここで、輝度調整データに関して説明する。輝度調整データは、表示器１０のＥＬ表示
パネル１１の輝度を調整するためのデータである。輝度調整データは、ＥＬ表示パネル１
１に設けられた第１光学的読取可能データ１２に書き込まれている（記憶されており）Ｅ
Ｌ表示パネル１１の検査データ（例えば、輝度、発光効率、輝度層別ランクなど）及び第
３光学的読取可能データ１６に書き込まれているドライバＩＣ１３の製造バラツキデータ
（電流バラツキデータ（平均値））に基づいて決定されるものである。
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【０１０８】
　具体的には、上述の図２と同様に、第１光学的読取可能データ１２及び第３光学的読取
可能データ１６は、光学的読取装置（例えば、バーコードリーダなど）によって読み取ら
れる。そして、光学的読取装置３０にて読み取った輝度のデータ、製造バラツキ（電流バ
ラツキ）のデータを用いて輝度と輝度調整データとが関連付けられたテーブル、又は近似
式よる演算により決定する。例えば、測定輝度１００ｃｄ／ｍ２のときをデータＡ、ドラ
イバＩＣ１３の製造バラツキデータをデータＣとする。車載用コンビネーションメータ（
システム）側ではＥＬ表示パネル１１の輝度を５０ｃｄ／ｍ２としたい場合は、データＡ
×０．５×データＣ／固定値βとして輝度調整データを決定する。
【０１０９】
　このようにして決定された輝度調整データは、本体基板２０のＲＯＭ書き込み用コネク
タを介してＲＯＭ２２に書き込まれる。そして、ＥＬ表示パネル１１を動作させるときは
、本体基板２０のＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩ
Ｃ１３（ＩＣ１５）のＲＡＭに出力（記憶）する。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５
）は、ＲＡＭに一時的に記憶された輝度調整データに基づいて、ＥＬ表示パネル１１の輝
度を調整する。
【０１１０】
　このようにすることによって、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で調整したい任意の輝度とすることができるので好ましい。また、例
えば、複数のＥＬ表示パネル（発光装置）を搭載する場合は、各ＥＬ表示パネルを個別に
輝度調整することができるので好ましい。
【０１１１】
　また、第３光学的読取可能データ１６には、ドライバＩＣ１３の製造バラツキデータが
書き込まれているため、ドライバＩＣ１３の製造バラツキも考慮してＥＬ表示パネル１１
の輝度を調整できる。
【０１１２】
　また、このように第１光学的読取可能データ１２及び第３光学的読取可能データ１６を
設け、第１光学的読取可能データ１２及び第３光学的読取可能データ１６を光学的に読み
取って輝度調整データを本体基板２０のＲＯＭ２２に書き込むことによって、ＥＬ表示パ
ネル１１を動作させることなく、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で設定したい輝度とすることができるので製造工数を削減できるので
好ましい。さらには、ＥＬ表示パネル１１を本体基板２０に接続しなくてもＥＬ表示パネ
ル１１の輝度を車載用コンビネーションメータ（システム）側で設定したい輝度とするこ
とができるので好ましい。
【０１１３】
　なお、第３光学的読取可能データ１６は、例えば、ＱＲコード（登録商標）などの２次
元バーコード、１次元バーコードなどからなるものであり。このようにすることによって
、生産工程において、２次元バーコード、１次元バーコードを貼り付けるだけで容易にド
ライバＩＣ１３に設けることができる。
【０１１４】
　なお、第３光学的読取可能データ１６は、例えば金属電極上にレーザマーキングにより
形成するとスペースの有効利用できて好ましい。また、作業者がＱＲコード（登録商標）
などを貼ったりする工数を低減することができる、特に大量流動時に有効である。
【０１１５】
　また、ドライバＩＣ１３が複数設けられる場合は、同じ第３光学的読取可能データ１６
内にドライバＩＣ１３の個数分の製造バラツキデータを持つようにしてもよい。
【０１１６】
　このようにすることによって、例えば、表示器として、セグメントとドットの混在表示
器で種類の異なるドライバＩＣ１３を複数用いる場合、デュアルスキャンでドライバＩＣ
１３を複数用いる場合、大型パネルでドライバＩＣ１３を複数用いる場合などに、適切に
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輝度を調整することができる。
【０１１７】
　（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。図６は、本発明の第４の実施の形
態における表示装置１３０の概略構成を示す平面図である。
【０１１８】
　第４の実施の形態における表示装置１３０は、上述の第１の実施の形態によるものと共
通するところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を
重点的に説明する。第４の実施の形態において、上述の第１の実施の形態と異なる点は本
体基板２０に第２光学的読取可能データ２３、ドライバＩＣ１３に第３光学的読取可能デ
ータ１６を設ける点である。つまり、本実施の形態は、上述の第２の実施の形態と第３の
実施の形態とを足したものである。
【０１１９】
　本実施の形態における表示装置１３０は、上述の第１の実施の形態と同様に、例えば、
車両用表示システムに適用して好適なものである。車両用表示システムは、スピードメー
タ、タコメータ、燃料計、水温計、積算距離計等が組み合わされた車載用コンビネーショ
ンメータや、車載用エアコンの設定温度などを表示するエアコンパネルなどである。本実
施の形態においては、本発明の表示装置１３０を車載用コンビネーションメータに適用し
た例を採用して説明する。
【０１２０】
　本実施の形態における表示装置１３０は、図６に示すように、発光装置である有機ＥＬ
表示パネル（以下、ＥＬ表示パネルとも称する）１１とＥＬ表示パネル１１を駆動するド
ライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３とを含む表示器１０が車載用コンビネーションメー
タ（システム）の本体基板２０に接続されてなるものである。
【０１２１】
　表示器１０は、ＥＬ表示パネル１１とドライバＩＣ１３とを含むものである。なお、本
実施の形態においては、本発明の発光装置としてＥＬ表示パネル１１を採用して説明する
が、本発明はこれに限定されるものではなく、発光装置は、例えばＬＥＤなどの照明を含
むものである。なお、ＥＬ表示パネル１１に関しては、周知技術であるため詳しい説明は
省略する。そして、ＥＬ表示パネル１１は、熱圧着などによってドライバＩＣ１３のＴＣ
Ｐ１４と結合されて、ドライバＩＣ１３と電気的に接続される。
【０１２２】
　このＥＬ表示パネル１１は、表示領域以外の場所にＥＬ表示パネル１１の輝度に関する
検査データが書き込まれた光学的に読取可能な第１光学的読取可能データ１２が設けられ
ている。第１光学的読取可能データ１２は、例えば、ＱＲコード（登録商標）などの２次
元バーコード、１次元バーコードなどからなるものであり。このようにすることによって
、生産工程において、２次元バーコード、１次元バーコードを貼り付けるだけで容易にＥ
Ｌ表示パネル１１に設けることができる。
【０１２３】
　なお、第１光学的読取可能データ１２は、表示領域以外の例えば金属電極上にレーザマ
ーキングにより形成すると好ましい。このようにすると、スペースの有効利用できて、Ｅ
Ｌ表示パネル１１のサイズが小さいときに有効である。また、作業者がＱＲコード（登録
商標）などを貼ったりする工数を低減することができる、特に大量流動時に有効である。
【０１２４】
　ドライバＩＣ（ドライバ集積回路）１３は、ＩＣ（集積回路）１５が配置されたＴＣＰ
(テープキャリアパッケージ)１４からなるものである。ＩＣ１５は、ＥＬ表示パネル１１
を駆動するためのドライバ、コントローラ、ＲＡＭなどを含むものである。この、ドライ
バＩＣ１３は、上述のようにＴＣＰ１４の一方の端部がＥＬ表示パネル１１の一部結合さ
れており、他方の端部がコネクタ（図示省略）を介して本体基板２０に接続される。また
、ドライバＩＣ１３は、ドライバＩＣ１３の製造バラツキデータが書き込まれた光学的に
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読取可能な第３光学的読取可能データ１６を備える。
【０１２５】
　また、ＥＬ表示パネル１１を動作（表示）させているときは、ＩＣ１５のＲＡＭには、
本体基板２０から送信されたＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するための輝度調整データ
が一時的に記憶される。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５）は、ＲＡＭに一時的に記
憶された輝度調整データに基づいて、例えば、ＥＬ表示パネル１１に配列された各ＥＬ素
子に供給する電流値を制御することによってＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するもので
ある。
【０１２６】
　本体基板２０は、車載用コンビネーションメータの制御基板であり、図６に示されるよ
うに、ＣＰＵ（制御手段）２１とＣＰＵ２１に設けられるＲＯＭ（記憶手段）２２とに加
えて、輝度調整用抵抗２４、電源回路（表示器用電源回路）２５、電源回路２５の電圧値
データ又は輝度調整用抵抗２４の抵抗値データが書き込まれた光学的に読取可能な第２光
学的読取可能データ２３などを含むものである。なお、ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１とは別
体で設けるようにしてもよい。また、本体基板２０は、図２に示すように、ＲＯＭ２２に
対するＲＯＭ書き込み用コネクタ、ＥＬ電源用昇圧回路、ＥＬ接続用コネクタ、ＬＥＤ駆
動回路、バックライト用ＬＥＤ、液晶パネル用コネクタなどを含むものである。
【０１２７】
　ＣＰＵ２１は、５Ｖ電源で駆動するものであり、各センサ（車速センサ、エンジンの回
転数センサ、燃料センサ、水温センサ、積算距離センサなど）からの検出信号が入力され
る共に、ＲＯＭ２２に対してＲＯＭ書き込み用コネクタを介して輝度調整データが書き込
まれる。また、ＣＰＵ２１は、各センサからの検出信号に応じてＥＬ表示パネル１１、バ
ックライト用ＬＥＤ、液晶パネルなどに対して制御用信号（ＥＬ制御用信号など）を出力
すると共に、ＥＬ電源用昇圧回路に対してＯＮ／ＯＦＦ信号を出力することによってＥＬ
駆動電圧を出力させる。さらに、ＣＰＵ２１は、少なくともＥＬ表示パネル１１を動作さ
せる際には、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに転
送する。
【０１２８】
　例えば、ＣＰＵ２１は、車両のＩＧオン、ＡＣＣオンのいずれかのタイミングで輝度調
整データをドライバＩＣ１３のＲＡＭに記憶（転送）するようにしてもよい。このように
することによって、車両において、表示が必要なタイミングまでに、輝度調整データをＲ
ＡＭに転送でき、表示の準備が可能となる。
【０１２９】
　また、輝度調整用抵抗２４は、ＥＬ表示パネル１１の輝度を調整するためのものである
。電源回路２５は、ＥＬ表示パネル１１に対して電源を供給するものである。
【０１３０】
　ここで、輝度調整データに関して説明する。輝度調整データは、表示器１０のＥＬ表示
パネル１１の輝度を調整するためのデータである。輝度調整データは、ＥＬ表示パネル１
１に設けられた第１光学的読取可能データ１２に書き込まれている（記憶されており）Ｅ
Ｌ表示パネル１１の検査データ（例えば、輝度、発光効率、輝度層別ランクなど）及び第
２光学的読取可能データ２３に書き込まれている電源回路２５の電圧値データ又は輝度調
整用抵抗２４の抵抗値データの少なくとも一方及び第３光学的読取可能データ１６に書き
込まれているドライバＩＣ１３の製造バラツキデータ（電流バラツキデータ（平均値））
に基づいて決定されるものである。
【０１３１】
　具体的には、上述の図２と同様に、第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的読取
可能データ２３及び第３光学的読取可能データ１６は、光学的読取装置（例えば、バーコ
ードリーダなど）によって読み取られる。そして、光学的読取装置３０にて読み取った輝
度のデータ、例えば抵抗値のデータ、製造バラツキ（電流バラツキ）のデータを用いて輝
度と輝度調整データとが関連付けられたテーブル、又は近似式よる演算により決定する。
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例えば、測定輝度１００ｃｄ／ｍ２のときをデータＡ、輝度調整用抵抗２４の抵抗値デー
タをデータＢ、ドライバＩＣ１３の製造バラツキデータをデータＣとする。車載用コンビ
ネーションメータ（システム）側ではＥＬ表示パネル１１の輝度を５０ｃｄ／ｍ２とした
い場合は、データＡ×０．５×データＢ／固定値α×データＣ／固定値βとして輝度調整
データを決定する。
【０１３２】
　このようにして決定された輝度調整データは、本体基板２０のＲＯＭ書き込み用コネク
タを介してＲＯＭ２２に書き込まれる。そして、ＥＬ表示パネル１１を動作させるときは
、本体基板２０のＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に書き込まれた輝度調整データをドライバＩ
Ｃ１３（ＩＣ１５）のＲＡＭに出力（記憶）する。そして、ドライバＩＣ１３（ＩＣ１５
）は、ＲＡＭに一時的に記憶された輝度調整データに基づいて、ＥＬ表示パネル１１の輝
度を調整する。
【０１３３】
　このようにすることによって、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメ
ータ（システム）側で調整したい任意の輝度とすることができるので好ましい。また、例
えば、複数のＥＬ表示パネル（発光装置）を搭載する場合は、各ＥＬ表示パネルを個別に
輝度調整することができるので好ましい。
【０１３４】
　また、第２光学的読取可能データ２３には、電源回路２５の電圧値データ又は輝度調整
用抵抗２４の抵抗値データが書き込まれているため、電源回路２５又は輝度調整用抵抗２
４のバラツキも考慮してＥＬ表示パネル１１の輝度を調整できる。
【０１３５】
　また、第３光学的読取可能データ１６には、ドライバＩＣ１３の製造バラツキデータが
書き込まれているため、ドライバＩＣ１３の製造バラツキも考慮してＥＬ表示パネル１１
の輝度を調整できる。
【０１３６】
　また、このように第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的読取可能データ２３及
び第３光学的読取可能データ１６を設け、第１光学的読取可能データ１２及び第２光学的
読取可能データ２３及び第３光学的読取可能データ１６を光学的に読み取って輝度調整デ
ータを本体基板２０のＲＯＭ２２に書き込むことによって、ＥＬ表示パネル１１を動作さ
せることなく、ＥＬ表示パネル１１の輝度を車載用コンビネーションメータ（システム）
側で設定したい輝度とすることができるので製造工数を削減できるので好ましい。さらに
は、ＥＬ表示パネル１１を本体基板２０に接続しなくてもＥＬ表示パネル１１の輝度を車
載用コンビネーションメータ（システム）側で設定したい輝度とすることができるので好
ましい。
【０１３７】
　なお、第２光学的読取可能データ２３及び第３光学的読取可能データ１６は、例えば、
ＱＲコード（登録商標）などの２次元バーコード、１次元バーコードなどからなるもので
あり。このようにすることによって、生産工程において、２次元バーコード、１次元バー
コードを貼り付けるだけで容易に本体基板２０及びドライバＩＣ１３に設けることができ
る。
【０１３８】
　なお、第２光学的読取可能データ２３及び第３光学的読取可能データ１６は、例えば金
属電極上にレーザマーキングにより形成するとスペースの有効利用できて好ましい。また
、作業者がＱＲコード（登録商標）などを貼ったりする工数を低減することができる、特
に大量流動時に有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の第１の実施の形態における表示装置１００の概略構成を示す平面図であ
る。
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【図２】本発明の第１の実施の形態における表示装置１００の製造装置の概略構成を示す
平面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における表示装置１００の本体基板２０の概略構成を
示すブロック図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態における表示装置１１０の概略構成を示す平面図であ
る。
【図５】本発明の第３の実施の形態における表示装置１２０の概略構成を示す平面図であ
る。
【図６】本発明の第４の実施の形態における表示装置１３０の概略構成を示す平面図であ
る。
【符号の説明】
【０１４０】
１０　表示器、１１　ＥＬ表示パネル（発光装置）、１２　第１光学的読取可能データ、
１３　ドライバＩＣ（ドライバ集積回路）、１４　ＴＣＰ、１５　ＩＣ（集積回路）、１
６　第３光学的読取可能データ、２０　本体基板、２１　ＣＰＵ、２２　ＲＯＭ、２３　
第２光学的読取可能データ、２４　輝度調整用抵抗、２５　電源回路、３０　光学的読取
装置、４０　書き込み装置、１００，１１０，１２０，１３０　表示装置

【図１】

【図２】

【図３】
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